
事務連絡 

令和７年５月 26 日 

 

関係各位 

 

「障害福祉サービスの利用者負担の見直しについて」の送付について 

 

 日頃より本市の障害福祉行政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、障害福祉サービスの利用にあたって事業所へ支払う利用者負担の上限月額は、障害福祉

サービス支給申請時での所得区分により認定をしているところですが、市民課税世帯から非課税

世帯になった場合など、利用者負担の見直しができる場合があります。 

 このことについて利用者負担が発生している方に向けてのご案内を作成しましたので、貴事業所

での支援にもお役立ていただければ幸いです。 

 

 

 

事務担当 

                                             横須賀市民生局福祉こども部障害福祉課 

                                             障害サービス担当 舘野 

                                             電話 046-822-8249 


